
● セミナー概要

 ① 無駄な賃金を支払わないために

 ② 残業・解雇の賃金トラブル

 ③ 賃金設計と評価制度　　　　など

4

無料

下記必要事項をご記入のうえ、

右記まで本申込書を送信してください。受講申込書

賃金など『 労働トラブル 』が増えています。
未払い賃金を防止し、無駄な賃金を支払わないためには、きちんと就業規則で

規定しておくことが重要です。

　また、賃金を下げる場合の注意点など、

社長が知っておくべき労務のポイント

17

月

特定社会保険労務士、障害年金コンサルタント

宮本　真理子 
兵庫県出身。企業の顧問社会保険労務士として業務

は人事制度の構築、セミナー講師、執筆等を幅広く

手掛けている。

平成 15 年 5 月

　宮本社会保険労務士事務所 設立。

平成 20 年 10 月

平成 22 年 4 月

□

会社名

ふりがな

参加者名

メールによる情報配信を希望します

ふりがな

□


